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 件   名 
 

 

燃料横転クレーン 燃料つかみ具の燃料つかみ解除機構の作動不良 

事象の概要 
 

 

（１）発生場所：機器 前処理建屋：燃料横転クレーン 

（２）設備の概要 使用済燃料受入れ･貯蔵建屋から搬送してきた燃料集合体を横向きにし、せん断機へ挿入する

設備。 

 

（３）発生の状況 燃料横転クレーンの運転中 

（４）概要 せん断機燃料装荷時において燃料つかみ解除状態を検知できなかったため、次のステップへ

の進行が許可されない状態となり、燃料をバスケットに戻す作業を実施。 

 

（５）原因 運転を継続する中で偶発的に発生する検知器あるいはつかみ解除機構の故障 

 事象による影響 
 

 

（１）工場外への影響 工場外への影響は生じない。 
放射性物質を除去するフィルタ等を有する前処理建屋建屋換気設備が接続するセル内に設置された燃

料供給設備での事象及びそれに伴う復旧作業であり、放射性物質の放出等、工場外への影響は生じな

い。なお、本事象は放射性物質の漏えいを伴うものではない。 

 

（２）安全性への影響 安全上の問題は生じない。 

燃料つかみ解除状態が検知できなければ、せん断機に装荷できず、次のステップへは進めない

ため、これ以上の事象の進展はなく、安全上の問題は生じない。 

 

（３）作業員への影響 作業員への影響は生じない。 

本事象の復旧作業はセル外からの遠隔作業であり、作業員への影響は生じない。 

（４）他工程への影響 下流の工程の運転に影響が生じる。 
せん断が停止することにより、前処理建屋内の溶解槽以降の工程の運転に一時的な支障をきたすが、さ

らに下流の分離建屋以降の工程については、その中間に設置されている一時的な貯留槽（計量後中間

貯槽）の残液量で運転継続の可否を判断する。 

 

(1) 燃料つかみ具が燃料をつかんでいることを確認後、燃料をバスケットに戻す。 

 

(2) 必要に応じて燃料つかみ具のつかみ部位駆動用モータおよび燃料検知用センサーの交

換をする。 

 

 対応の概要 

(3) 定められた操作手順に従って運転を再開する。 

 

公表区分＊1 翌平日に公表（ホームページへ掲載） 

 

情報区分＊1 
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事象概要 

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備　等

・分離設備
・分配設備　等

・高レベル廃液
  ガラス固化設備　等

・ウラン精製設備
・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ精製設備　等

・ウラン脱硝設備　等

・ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合
     脱硝設備　等

前処理建屋 分離建屋 精製建屋
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・使用済燃料貯蔵
  プール 　等

低レベル廃棄物
処理建屋

低レベル廃液
処理建屋

分析建屋

制御建屋

非常用電
源建屋

・非常用ディーゼ
　ル発電機　等

・低レベル廃液
  処理設備　等

・低レベル固体廃棄物
  処理設備　等

ドラム缶

・中央制御室　等 分析試料

・分析設備　等

主排気筒

 

横転用駆動機

燃料昇降用駆動機

燃料つかみ具

横行用駆動機

走行用駆動機

使用済燃料集合体

走行レール

ガイドチューブ つかみ具の作動不良によ

り、つかみ解除ができなか

った。 

復旧方法 

故障した部品の交換に

より復旧 

燃料横転クレーン 

トラブル等に伴う設備への影響範囲 

影響の範囲の設備を停止して復旧 

 

機器 タンク

設備Ⅱ 

機器 タンク 

設備Ⅰ 

機器 タンク

設備Ⅲ 

影響の範囲の設備を停止して運転継続 


